
別表第１（第３条関係）  

 

１  ばい煙に係る要保全施設  

施   設   名  規      模  

ボイラー（熱風ボイラーを含み、熱源

として電気又は廃熱のみを使用するも

の及び硫黄化合物の含有率が体積比で

０．１パーセント以下であるガスを燃

料として専焼させるものを除く。）  

燃料の燃焼能力が重油換算１時間当た

り５０リットル未満、かつ、伝熱面積  

が８平方メートル未満のものであって、

個々の伝熱面積の合計が８平方メート

ル以上となる場合  

備考  

⑴  燃料の重油換算は、重油１０リットル当たりが、液体燃料は１０リット

ルに、ガス燃料は１６立方メートルに、固体燃料は１６キログラムに、そ

れぞれ相当するものとする。  

⑵  伝熱面積は、大気汚染防止法施行規則（昭和４６年厚生省・通商産業省

令第１号）第２条の規定により算定した値とする。  

 

２  粉じんに係る要保全施設  

番号 施   設   名  規      模  

１  
鉱物（コークスを含む。以下同  

じ。）又は土石の堆積場  

面積が３００平方メートル以上５００

平方メートル未満のもの  

２  

ベルトコンベア

（湿式のもの及

び密閉式のもの

を除く。）  

鉱物又は土石の

運搬の用に供す

るもの  

ベルトの幅が３０センチメートル以上

７５センチメートル未満のもの  

セメント運搬の

用に供するもの  

ベルトの幅が３０センチメートル以上

６０センチメートル未満のもの  

３  木材チップ又は木粉の堆積場  
面積が１５０平方メートル以上３００

平方メートル未満のもの  

４  
木材チップ又は木粉の堆積の用に

供する吐出施設  

送風機の原動機の定格出力が３．７５

キロワット以上のもの  

５  
製材の用に供する帯のこ盤又は丸

のこ盤  

原動機の定格出力が７．５キロワット

以上のもの  

備考  実験の用に供するもの及び移動式のものを除く。  

 

３  汚水に係る要保全施設  

番号 施   設   名  規   模   等  

１  水産食料品製造工場  
鮮魚を仕入れて加工するものであって、

鮮魚小売店を除く。  

２  内水面養殖場  
養殖池の総面積が１，０００平方メー

トル以上のもの  



３  砕石場  
水洗式破砕施設又は水洗式分別施設を

設置しているものを除く。  

４  石材加工場  
動力切断機又は動力研摩機を有するも

の  

５  ガソリンスタンド  
自動式車両洗浄施設を設置しているも

のを除く。  

６  自動車整備工場  

屋内及び屋外の作業場面積の合計が  

１００平方メートル以上３００平方メ

ートル未満のもの  

７  機械修理工場  
屋内及び屋外の作業場面積の合計が

１００平方メートル以上のもの  

備考  鮮魚とは、海面若しくは内水面から水揚げされた天然魚若しくは養殖魚

又はそれと同等のものであって、加工（単に冷凍する場合を除く。）され

ていないものをいう。  

 

４  騒音に係る要保全施設  

番号 用  途  区  分  施  設  名  規  模  等  

１  

金属製品の製造

又は加工の用に

供するもの  

⑴  機械プレス  

呼び加圧能力が１４７キロニュー

トン以上２９４キロニュートン未

満のもの  

⑵  切断機  
といしを用いるもの及び移動式の

ものを除く。  

⑶  やすり目立機  
動力を用いるもの  

⑷  のこ目立機  

⑸  旋盤  

全てのもの  
⑹  フライス盤  

⑺  平削盤  

⑻  形削盤  

⑼  乾式研摩機  移動式のものを除く。  

 

 

 

 

 

 

 

２  

 

 

 

 

 

 

 

工場又は事業場

に設置するもの  

⑴  空気圧縮機  

原動機の定格出力が３．７５キロ

ワット以上７．５キロワット未満

のもの  

⑵  送風機  

原動機の定格出力が３．７５キロ

ワット以上７．５キロワット未満

のものであって、クーリングタワ

ーに付随しているものを除く。  

⑶  冷凍機  
原動機の定格出力が３．７５キロ

ワット以上のもの  

⑷  走行クレーン  
原動機の定格出力の合計が７．５

キロワット以上のもの  



  

⑸  クーリングタワ

ー  

付随する送風機の原動機の定格出

力が７．５キロワット未満のもの

であって、冷却水の冷却能力が１

時間当たり１０立方メートル以上

のもの  

⑹  自動式車両洗浄

施設  
全てのもの  

３  

土石又は鉱物の

粉砕及びふるい

分の用に供する

もの  

⑴  破砕機  原動機の定格出力が７．５キロワ

ット未満のものであって、個々の

定格出力の合計が７．５キロワッ

ト以上となる場合  

⑵  摩砕機  

⑶  ふるい分機  

⑷  分級機  

４  

繊維製品の製造

の用に供するも

の  

⑴  動力打綿機（混  

打綿機を含む。） 全てのもの  

⑵  製綿施設  

５  

建設用資材の製

造の用に供する

もの  

⑴  コンクリートブ

ロックマシン  

動力を用いるもの  
⑵  コンクリート管

製造施設  

⑶  コンクリート柱

製造施設  

６  

木材又は竹材の

加工の用に供す

るもの  

⑴  帯のこ盤  原動機の定格出力が、製材用のも

のにあっては７．５キロワット以

上１５キロワット未満のもの、木

工用又は竹材加工用のものにあっ

ては１．５キロワット以上  

２．２５キロワット未満のもの  

⑵  丸のこ盤  

⑶  かんな盤  

原動機の定格出力が１．５キロワ

ット以上２．２５キロワット未満

のもの  

７  
紙の加工の用に

供するもの  

⑴  コルゲートマシ

ン  全てのもの  

⑵  紙工機械  

８  

物の製造、加工  

又は選別の用に

供するもの  

⑴  ダイカストマシ

ン  
全てのもの  

⑵  オシレートコン

ベア  

９  
石材加工の用に

供するもの  
石材引割機  全てのもの  

 

 



５  悪臭に係る要保全施設  

番号 用  途  区  分  施  設  名  規   模  

１  

獣畜、魚介類又は鳥類の臓器、骨皮、  

羽毛等を原料とする飼料又は肥料の製

造の用に供するもの  

⑴  原料置場  

全てのもの  ⑵  蒸解施設  

⑶  乾燥施設  

２  
菌体かす又はでん粉かすを原料として

飼料又は肥料の製造の用に供するもの  

⑴  原料置場  
全てのもの  

⑵  乾燥施設  

３  パルプ又は紙製造の用に供するもの  
⑴  蒸解施設  

全てのもの  
⑵  薬液回収施設  

４  鶏ふん乾燥を業とする者が用いるもの  鶏ふん乾燥施設  全てのもの  

 

 

別表第２（第４条関係）  

 

１  ばい煙に係る規制基準  

⑴  硫黄酸化物に係る規制基準  

ばい煙に係る要保全施設において発生し、その排出口から大気中に排出さ

れる硫黄酸化物の量が、次の式により算出した量以下であること。  

ｑ  ＝  Ｋ×10－ ３×Ｈ e２  

この式において、ｑ、Ｋ及びＨ eは、それぞれ次の値を表すものとする。  

ｑ  硫黄酸化物の量（単位：温度０度、圧力１気圧の状態に換算した立方メ

ートル毎時）  

Ｋ  １７．５（大気汚染防止法施行令（昭和４３年政令第３２９号）別表第

３第９９号に掲げる区域にあっては、１１．５）  

Ｈ e 次の式により補正された排出口の高さ（単位：メートル）  

Ｈ e ＝  Ｈ o＋ 0.65×（Ｈ m＋Ｈ t）  

Ｈ m ＝（ 0.795×√（Ｑ×Ｖ））／（ 1＋ 2.58／Ｖ）  

Ｈ t ＝  2.01×10－ ３×Ｑ×（Ｔ－ 288）×（ 2.30×logＪ＋ 1／Ｊ－ 1）  

Ｊ  ＝（ 1／√（Ｑ×Ｖ））×（ 1460－ 296×Ｖ／（Ｔ－ 288））＋ 1 

これらの式において、Ｈ o、Ｑ、Ｖ及びＴは、それぞれ次の値を表すもの

とする。  

Ｈ o 排出口の実高さ（単位：メートル）  

Ｑ  温度１５度における排出ガス量（単位：立方メートル毎秒）  

Ｖ  排出ガスの排出速度（単位：メートル毎秒）  

Ｔ  排出ガスの温度（単位：絶対温度）  

備考  硫黄酸化物の量は、次のいずれかに掲げる測定法により測定して算出さ

れる硫黄酸化物の量として表示されたものとする。  

ア  日本産業規格（以下単に「規格」という。）Ｋ０１０３に定める方法

により硫黄酸化物濃度を、規格Ｚ８８０８に定める方法により排出ガス

量をそれぞれ測定する方法  



イ  規格Ｋ２３０１、規格Ｋ２５４１又は規格Ｍ８８１３に定める方法に

より燃料の硫黄含有率を、規格Ｚ８７６２に定める方法その他適当であ

ると認められる方法により燃料の使用量をそれぞれ測定する方法  

ウ  その他市長が認める方法  

⑵  ばいじんに係る規制基準  

ばい煙に係る要保全施設において発生し、その排出口から大気中に排出さ

れるばいじんの量が、温度が０度であって、圧力が１気圧の状態に換算した

排出ガス１立方メートルにつき、次表の施設名の欄に掲げる施設の種類ごと

に同表のばいじん量の欄に掲げる量以下であること。  

番号 施   設   名  ばいじん量  

１  
別表第１の１に掲げるボイラーのうち、重油その他

の液体燃料又はガスを専焼させるもの  
０．３０グラム  

２  

別表第１の１に掲げるボイラーのうち、石炭（１キ

ログラム当たり発熱量２０，９２０キロジュール以

下のものに限る。）を燃焼させるもの  

０．８０グラム  

３  
別表第１の１に掲げるボイラーのうち、前２項に掲

げるもの以外のもの  
０．４０グラム  

備考  

ア  ばいじんの量は、規格Ｚ８８０８に定める方法により測定されたばい

じんの量とする。  

イ  ばいじんの量には、燃料の点火、灰の除去のための火層整理又はすす

の清掃を行う場合において排出されるばいじん（１時間につき合計６分

間を超えない時間内に排出されるものに限る。）は含まれないものとす

る。  

ウ  ばいじんの量が著しく変動する施設にあっては、１工程の平均の量と

する。  

 

２  粉じんに係る規制基準  

番号 区  分  構造、使用及び管理に関する基準  

１  

別表第１の２の

番号１の項に掲

げる施設  

粉じんが飛散するおそれのある鉱物又は土石を堆積す

る場合は、次の各号のいずれかに該当すること。  

⑴  粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されて

いること。  

⑵  散水設備によって散水が行われていること。  

⑶  防じんカバーで覆われていること。  

⑷  薬液の散布又は表層の締固めが行われていること。 

⑸  前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられて

いること。  



２  

別表第１の２の

番号２の項に掲

げる施設  

粉じんが飛散するおそれのある鉱物、土石又はセメン  

トを運搬する場合は、次の各号のいずれかに該当するこ  

と。  

⑴  粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されて

いること。  

⑵  コンベアの積込部及び積降部にフード及び集じん機

が設置され、並びにコンベアの積込部及び積降部以外  

の粉じんが飛散するおそれのある部分に次号の措置が

講じられていること。  

⑶  防じんカバーで覆われていること。  

⑷  前３号と同等以上の効果を有する措置が講じられて

いること。  

３  

別表第１の２の

番号３及び４の

項に掲げる施設  

粉じんが飛散するおそれのある木材チップ又は木粉を

堆積する場合は、次の各号のいずれかに該当すること。  

⑴  粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されて

いること。  

⑵  散水設備によって散水が行われていること。  

⑶  防じんカバーで覆われていること。  

⑷  前３号と同等以上の効果を有する措置が講じられて

いること。  

４  

別表第１の２の

番号５の項に掲

げる施設  

次の各号のいずれかに該当すること。  

⑴  粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されて

いること。  

⑵  フード及び集じん機が設置されていること。  

⑶  前２号と同等以上の効果を有する措置が講じられて

いること。  

 

３  汚水に係る規制基準  

汚水に係る要保全施設を有する工場等から公共用水域に排出される水（以下

「排出水」という。）の汚染状態が、次表の項目の欄に掲げる項目ごとに同表

の許容限度の欄に掲げるとおりとする。  

項   目  許  容  限  度  

水素イオン濃度  

（水素指数）  

海域以外の公共用水域に排出され

るもの５．８以上８．６以下  

海域に排出されるもの５．０以上

９．０以下  

生物化学的酸素要求量  

（単位：１リットルにつきミリグラム）  
１６０（日間平均１２０）以下  

化学的酸素要求量  

（単位：１リットルにつきミリグラム）  
１６０（日間平均１２０）以下  



浮遊物質量  

（単位：１リットルにつきミリグラム）  
２００（日間平均１５０）以下  

ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類

含有量）  

（単位：１リットルにつきミリグラム）  

５以下  

ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物

油脂類含有量）  

（単位：１リットルにつきミリグラム）  

３０以下  

大腸菌群数  

（単位：１立方センチメートルにつき個）  
日間平均３，０００以下  

備考  

⑴  「日間平均」による許容限度は、１日の排出水の平均的な汚染状態につ

いて定めたものである。  

⑵  生物化学的酸素要求量についての規制基準は、海域及び湖沼以外の公共

用水域に排出される排出水に限って適用し、化学的酸素要求量についての

規制基準は、海域及び湖沼に排出される排出水に限って適用する。  

⑶  許容限度欄の数値は、排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が

定める排水基準に係る検定方法（昭和４９年環境庁告示第６４号）に定め

る方法により検定した場合における検出値によるものとする。  

 

４  騒音に係る規制基準（深夜営業に係るものを含む。）  

騒音に係る要保全施設を有する工場等の場合、当該工場等において発生する

騒音が、次表の区域の区分ごとに同表の時間の区分に掲げるとおりとする。  

また、第１１条に規定する深夜営業を行う店舗等の場合、当該店舗等におい

て発生する騒音が、同表の区域の区分ごとに同表の夜間（深夜）の欄に掲げる

とおりとする。  

時間の区分  

 

 

区域の区分  

昼  間  

（午前８時から午

後７時まで）  

朝  

（午前６時から午

前８時まで）  

夕  

（午後７時から午

後１０時まで）  

夜  間（深夜）  

（午後１０時から  

翌日の午前６時ま

で）  

第１種区域  ５０デシベル以下 ４５デシベル以下 ４０デシベル以下 

第２種区域  ６０デシベル以下 ５０デシベル以下 ４５デシベル以下 

第３種区域  ６５デシベル以下 ６０デシベル以下 ５０デシベル以下 

第４種区域  ７０デシベル以下 ６５デシベル以下 ５５デシベル以下 

備考  

⑴  区域の区分は、騒音規制法第４条第１項の規定に基づき市長が別に定め

る区域の区分による。  

⑵  デシベルとは、計量法（平成４年法律第５１号）別表第２に定める音圧



レベルの計量単位をいう。  

⑶  騒音の測定は、計量法第７１条の条件に合格した騒音計を用いて行うも

のとする。この場合において、周波数補正回路はＡ特性を、動特性は速い

動特性（ＦＡＳＴ）を用いることとする。  

⑷  騒音の測定方法は、当分の間、規格Ｚ８７３１に定める騒音レベル測定

方法によるものとし、騒音の大きさの決定は、次のとおりとする。  

ア  騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値と  

する。  

イ  騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が  

おおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。  

ウ  騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の９０パ

ーセントレンジの上端の数値とする。  

エ  騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が

一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の９０パーセントレ

ンジの上端の数値とする。  

⑸  騒音の測定点は、騒音に係る要保全施設を有する工場等の場合は当該敷

地の境界線上とし、深夜営業を行う店舗等の場合は当該敷地の周辺の建築

物において、現に人が居住し、又は業務を行っている敷地の境界線上とす

る。  

 

５  悪臭に係る規制基準  

番号 区  分  構造及び管理に関する基準  

１  

別表第１の５の

番号１及び２の

項に掲げる施設  

次の各号に該当すること。  

⑴  工場等は、悪臭が漏れにくい構造の建物とすること。 

⑵  原材料及び製品等は、悪臭が漏れにくい密閉された  

施設に貯蔵すること。  

⑶  施設は密閉構造とし、燃焼法、吸収法若しくは洗浄  

法又はこれと同等以上の脱臭効果を有する方法で処理  

すること。  

２  

別表第１の５の

番号３の項に掲

げる施設  

次の各号に該当すること。  

⑴  工場等は、悪臭が漏れにくい構造の建物とすること。 

⑵  施設は密閉構造とし、燃焼法若しくは洗浄法又はこ  

れと同等以上の脱臭効果を有する方法で処理すること。 

３  

別表第１の５の

番号４の項に掲

げる施設  

次の各号に該当すること。  

⑴  工場等は、悪臭が漏れにくい構造の建物とすること。 

⑵  原材料及び製品等は、悪臭が漏れにくい容器に収納  

するとともに、カバーで覆う等の措置を講ずること。  

⑶  施設は密閉構造とし、燃焼法若しくは土壌酸化法又  

はこれと同等以上の脱臭効果を有する方法で処理する  

こと。  



 

 

別表第３（第１３条、第１４条関係）  

 

拡声機の音量の基準  

騒音レベル  ７５デシベル以下  

備考  

１  デシベルとは、別表第２の４の備考⑵に掲げる計量単位をいう。  

２  騒音の測定は、別表第２の４の備考⑶に掲げる騒音計並びに周波数補正

回路及び動特性を用いて行うものとする。  

３  騒音の測定方法及び騒音の大きさの決定は、別表第２の４の備考⑷に掲

げる方法によるものとする。  

 


